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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

保健福祉部 高齢介護課 

許認可等の内容 居宅介護住宅改修費の支給 

根拠法令等及び条項 介護保険法第４５条 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 未設定 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間  

審

査

基

準 

根拠条項 介護保険法施行規則第７４条 

参考事項 介護保険法施行令第１８条、介護保険法施行規則第７６条 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

【 基 準 】 

１ 市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める

種類の住宅の改修（以下「住宅改修」という。）を行ったときは、当該居宅要介護被保

険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。  

２ 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認め

る場合に限り、支給するものとする。  

３ 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の１００分の９０

に相当する額とする。  

４ 居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修

費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で

定めるところにより算定した額の１００分の９０に相当する額を超えることができな

い。  

５ 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する

費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。  

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第４項の居宅介

護住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居

宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。  

７ 居宅介護住宅改修費を支給することにより第４項に規定する総額が同項に規定する

１００分の９０に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、

第３項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。  

８ 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該

支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅

改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、

若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改
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修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。 

９ 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の

規定は前項の規定による権限について準用する。 

 

 

  


